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広報あしや　２０２６. ４

消防協力者の方へ表彰を
　　　　　　　　   行いました

初期消火および119番通報にご尽力いただい

た、汲田佳央累（くみたかおる）さんに感謝状を贈

呈しました。２月１日（日）０時頃、市内敷地内の物

品から出火を発見したため、周囲にあった水道ホ

ースの水を使用して消火を実施し、その後､消防

署へ知らせるため119番通報を行ってくださりまし

た。初期消火を行わなければ、甚大な火災被害と

なり火災による人命危険および他の建物へ燃え広

がるおそれがありました。危険を顧みず消火活動

を行っていただき、ありがとうございました。

■�問い合わせ
　【表彰に関すること】消防本部総務課☎32-2345

　【消防活動に関すること】消防署☎32-2345

令和８年経済センサス
　　　   活動調査を実施します

国から事業所あてにインターネット回答用の調査書

類を郵送しますので、調査の意義・重要性をご理解い

ただき、ご回答をよろしくお願いします。※調査結果は

統計上の目的以外に利用することはありません。

■調査期日　６月１日

■調査の対象　全国すべての事業所および企業

■国からの調査書類の送付時期　

　４月上旬～中旬

■問い合わせ　総務課文書統計係☎ 38-2010

産後間もない時期の母親が、出産病院等で受

ける産婦健康診査について、産婦一人につき、

１回あたり5,000円を上限として２回まで助

成します。

■�対象　出産後、令和８年４月１日以降に産婦

健康診査を受ける産婦

■�持ち物　産婦健康診査助成券（１枚）・EPDS質

問票（１枚）・母子健康手帳

■�問い合わせ　こども家庭・保健センターこど

も家庭係☎31-0611

産婦健康診査費の
　   助成が受けられます
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芦屋市大学等入学支援金
給付制度（令和８年４月入学者対象）

■�対象　経済的な理由で大学等への進学が困

難な方で、次のすべてにあてはまる方

【芦屋市大学等受験料支援金】

▶１年以上継続して本市に住所を有している方

▶�令和７年度に大学・短期大学等を受験し、令

和８年４月に大学・短期大学等に入学され

た方※専門学校・大学院は対象外

▶�国の高等教育の修学支援新制度を申請し、第

Ⅰ～Ⅲ区分で採用されていること

▶�過去に芦屋市大学等受験料支援金を受けてい

ないこと

【芦屋市大学等入学支度金】

▶１年以上継続して本市に住所を有している方

▶�令和８年４月に大学・短期大学等に入学された方

　※専門学校・大学院は対象外

▶�国の高等教育の修学支援新制度を申請し、第Ⅰ区分

で採用されていること

▶�過去に芦屋市大学等入学支度金を受けていないこと

【共通】

▶�国の高等教育の修学支援新制度への申請をして

いない方は入学した大学等に問い合わせくださ

い。大学入学後に国の高等教育の修学支援新制度

へ申請する場合、入学後春の審査により第Ⅰ～Ⅲ

区分で採用された方のみ本制度の支給対象とな

る可能性があります。入学後秋（９月～）に申請さ

れた方は支給対象外となりますのでご注意くだ

さい。

■�給付額　【芦屋市大学等受験料支援金】上限10

万円・申請可能試験数３試験まで（１試験あた

り上限35,000 円）※申請は１人１回まで【芦屋市

大学等入学支度金】上限20 万円（１人１回限り）

　※�入学金から国の高等教育の修学支援新制度で

減免される額を差し引いた金額を給付します。

■申し込み　必要書類を下記へ

■問い合わせ　教育委員会管理課☎38-2085
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■給付額　対象児童１人あたり２万円

【申請が必要な方】

▶令和７年10月１日～令和８年３月31日に出

生した児童の保護者▶所属庁から児童手当を受

給している公務員▶令和７年10月１日～令和

８年３月31日に離婚（離婚調停中等も含む）に

より新たに児童手当の受給者となった方

■申請期限　４月30日（木）

■支給日　随時（申請から１～２カ月後）

【申請不要な方】

▶令和７年９月分（※）の児童手当受給者

※�令和７年９月に出生した児童は10月分

■支給日　２月26日（木）支給済み。

■�問い合わせ　こども政策課☎38-2045

物価高対応子育て
                                    応援手当

〈銀行と連携〉遺贈寄附の
受入体制を強化

三井住友銀行・三井住友信託銀行と協定を締結し、

安心してご寄附いただける環境づくりに努めます。

あなたの想いを未来のまちづくりに。

■問い合わせ　DX行革推進課☎38-2172
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「はばタンPay+（プラス）」
第５弾

■�対象　全ての県民の方（スマートフォンを持っ

ている方）

■�内容【デジタル商品券の概要】一口 7,500 円

を 5,000 円で販売（プレミアム率 50％）

　【購入限度】１人４口まで

　【利用期間】４月24日～７月31日まで

■�申し込み　３月18日～４月12日まで（応募多

数抽選）

■�問い合わせ　ひょうご家計応援キャンペーン

プレミアム付デジタル券「はばタンPay＋（プラ

ス）」事務局☎050-3124-6761
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ひょうご家計応援キャンペーン プレミアム付デジタル券

給付金に便乗した詐欺にご注意ください


